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l 旧ユーゴスラビアの UNPROFORは， クロ
アチア政府からの撤退要請を契機として 1995年
3月31日に採択された三つの安保理決議により，
クロアチアにおける国連クロアチア信頼回復活
動 (UNCRO)(U.N.Doc.S/RES/981 (1995))， 
ボスニア・ヘルツェゴビナにおけるUNPROFOR
(U.N .Doc.S/RES/982 (1995))，マケドニアの国
連予防展開軍 (UNPREDEP) (U. N. Doc. 
S/RES/983 (1995))に再編されたが，任務
自体はそれぞれ従来と異なるものではなく， ま
た本部も共通のままなので，本稿では以下，特
に言及しない限りこれらを区別せず， UNPRO 
FORを旧ユーゴに展開している国連平和維持軍
の総称とする。
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はじめに

国連の平和維持活動(以下， PKO と略称

する場合もある)において，必要最小限の武

力行使，つまり自衛のための武力行使しか認

められないとするいわゆる自衛原則がもっと

も重要な原則の一つであることは言を侯たな

いであろう。この原則は，関係当事者の同意

に基づき活動を行うという同意原則と同様，

一方ではその活動の非強制的性格もしくは中

立性を具現化した原則であると同時に1他

方においては， 平和維持活動 (peace-

keeping) と国連憲章第 7章に基づく強制措

置 (peac巴-enforcement) とを区別する重要

なメルクマールとしても機能するとされてき

たからであるt
この自衛原則は，国連による実行の展開で

明確となってきたものである。周知の通り，

PKO自体が国連の集団安全保障体制の機能

不全により登場してきたという背景からみて

も，それを支える諸原則もまた実行を通じて

確立してきたとみるほうが適切であろう o

もっとも，そうした PKOの出発点とされる

1956年の国連緊急軍 (UNEF)の派遣と， そ

の経験に基づく事務総長報告 IUNEFの設置

および活動に基づく経験の研究摘要」におい

て自衛原則はすでに姿を現していた。この

2 United Nations， The Blue Helmets， A 
Review of United Nations Peace-keeping 
7 (2nd ed. 1990) 

3 Suy， Peαce-keeping Operαtions， in 
Manuel sur les organisations interna 
tionales 379，389-90 (R.-J.Dupuy ed.1988) ; 
N. D.White， Keeping the Peace 204 (1993). 

4 香西茂『国連の平和維持活動.1(1991年)1-2 
頁。
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「研究摘要」の基本原則179項は， 自衛の権

利に言及して，武力の先制使用の禁止を定め

ていたのであるt
この自衛原則の内容は，一般に，狭義の自

衛と広義の自衛の二つのカテゴリーに分かれ

るといわれている。狭義の自衛は， PKO要

員の生命と身体の保護を直接の目的としたも

ので，武器の使用以外の解決を許さない急迫

した例外的な状況の存在を前提とするもので

ある。他方，広義の自衛では，武力による攻

撃に対する実力での応戦とされ，その限りで

平和維持軍の任務遂行に必要な程度の武力行

使が認められるとされるt
こうした自衛原則の内容は特に， 1964年か

ら展開を開始したキプロス国連平和維持軍

(UNFICYP) の編成に際し，国連事務総長

がこの軍の諸原則を具体化した IUNFICYP

の機能および諸活動に関する若子の問題につ

いての覚え書」の中で詳細に規定された。そ

こでも自衛の定義が述べられた後，指揮官の

命令に基づく兵員の任務遂行を武力により阻

止しようとする企ての場合には武力行使が許

されるとして，広義の自衛が認められてい

るLまたその後の PKOにおいても， I覚え

書」ほど詳細ではないが，同様の内容の自衛

原則が踏襲されてきているt
5 U.N.Doc.A/3943. 
6 von Grunigen， Neutrαlity αnd Peαce-
keeping， in United Nations P巴ace-keeping
: Legal Essays 125， 138 (A. Cassese ed. 
1978) . 神余隆博はPKOにおける自衛の場合の
武器使用をAタイプと Bタイフ。に分類している
が，これも同趣旨であろう。神余隆博「新国連
論国際平和のための国連と日本の役割J(1995 
年)231-233頁。

7 U.N .Doc.8/5653 

以上述べてきた自衛原則の内容，およびそ

れを支えてきた実行は，いわゆる冷戦時代に

おいて積み重ねられてきたものであった。従っ

て，冷戦が終わり，安全保障の分野に関して

国連の活動に大きな変化がみられるといわれ

る今日，従来の PKO，さらにはそれを支え

る諸原則，特に自衛原則が影響を受けている

のか，受けているとすればそれはどのような

ものかということが問われざるを得ないであ

ろう。なぜなら， PKOおよびその原則自体

がその時どきの時代背景を反映した実行に依

拠して発展したものであるとすれば，ポスト

冷戦期においてもあらためてその内容が検討

されなければならないはずだからである o

そこでまず，最近の安全保障分野における

国連の機能変化を確認しておこう。国際の平

和と安全の維持に関する最近の国連の活動の

特徴として，特に PKOに関連して二つの点

が認められるといわれている O まず第一に，

PKOの活性化ということがあげられよう。

たとえば，活動の展開の数からみると， 1989 

年まで18の活動であったのに対して， 90年

代にはいるとその数は急激に増加し， 91年か

ら95年のわずか 4年あまりの聞にそれ以上の

20の活動を数えるのである11また， PKO 

の任務という質的な方面からみても， IPKO 

の複合化現象」と呼ばれる状況がポスト冷戦

8 UNEF II， UNIFIL， UNTAGについて，
see， U.N.Doc.8/11052/Rev.1 ; U.N.Doc 
8/12611 ; U. N. Doc 8/12827. 

9 Meijer， UN Peαce-keeping Forces : The 
Conditions 01 Chαnge. 7 L巴idenJ. Int'l L. 
63， 63-4 (1994). 

10 神余隆博編『国際平和協力入門J(1995年)294 
-297頁参照。
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期に現れている。これは， PKOにおいては，

それまで停戦監視や武装解除，非武装地帯の

管理およびそこからの当事者の軍隊の撤退の

監視といったことが主たる任務であったのに

対して，選挙監視，難民の帰還・定住の促進，

人道的援助の支援，さらには時として新政権

の樹立支援といった任務にまで拡大し，軍事

的過程と政治的過程とが結びつき和平の達成

に向けて実施されるということである。

第二に， PKOが国連の強制機能と結び、つ

くケースが多くなっているということがある。

つまり， PKOと国連憲章第 7章に基づく強

制措置の交錯というきわめて今日的状況が存

在するのである。たとえば，第 7章に基づき

展開が認められた PKOには，国連イラク

クウェート監視団(UNIKOM)，第二次国連

ソマリア活動(UNOSOMll)および国連保

護軍(UNPROFOR)の三つがあるが，その

いずれもが90年代に派遣されたものであるlL

こうした特徴を考慮にいれて， とりわけ

PKOの自衛原則の再検討という観点から問

題を整理すれば，以下の二点が浮かびあがっ

てこよう。

第一に，ポスト冷戦期においては，広義の

自衛概念により PKOが武力を行使する可能

性が拡大しているのではないかということで

ある。前述のように，近年の PKOは様々な

任務を帯びるようになり， I第二世代の PK

OJとも呼ばれる新たな段階に移行している

11 以上について，香西茂「国際連合の紛争処理
機能の動向Jr国際問題J309号 (1992年)， 6-
10頁参照。

ものもある lとそうした PKOにおいて，最

小限度の武力行使を旨とする自衛原則がどの

ように適用されているのか，特に広義の自衛

概念では武力行使と PKOの任務がリンクし i

ていることもあり，任務の拡大に伴い武力行

使の可能性も拡大するのではないかという疑

問が生じてこよう。ここでは自衛原則もしく

は自衛概念に内在する武力行使拡大可能性の

契機が問題となるのである。

第二に， PKOと憲章第 7章に基づく措置

の交錯という状況を前にして，自衛原則を基

礎のーっとする PKOと特に武力行使を容認

された軍事的措置との関係が問題となる。と

りわけ第7章に基づき展開を認められたPK

Oでは， 自衛原則はどのように考えられて

いるのであろうか。武力行使が第7章に基づ

いて容認されているとすれば， しいて自衛原

則に縛られる必要はないはずで，その意昧か

らあるいは自衛原則が放棄されているとはい

えないのか， という疑問が存在するのである。

このように以上の問題は， peace-keeping 

と peace-enforcernentとを区別するメルク

マールとしての自衛原則そのものの再検討を

要請するものでもある。 PKOと強制措置と

の交錯は，それぞれの概念およびそれらが依

拠する原則の再検討を迫っている。本稿は，

その一部ではあるが両者の関係にとって重要

な PKOの自衛原則を，ポスト冷戦期の枠の

中に位置づけることを目的とするものであ

12 Mackinlay & Chopra， Second Gene-
rαtion Multiloterαl Operαtions， 15 The 
Washington Quart巴rly113-31(1992). 
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従って，そうした検討の射程範囲を考慮す

れば，対象は自ずと限られてこよう。 PKO

と，武力行使が容認された憲章第 7章に基づ

く措置が交錯する事例は，イラク クウェー

ト(UNIKOM)，旧ユーゴスラビア(UNPR-

OFOR)， ソマリア(UNOSOM ll) の三つ

である。しかし， UNIKOMの場合， その設

立自体は第 7章に基づく行動の中に含まれる

ものの，その任務については第 7章に基づく

措置として武力行使が容認されたわけではな

い11また UNOSOMII の場合，国連によ

るカテゴリ一分けでは確かに PKOに分類さ

れてはいるものの，設置当初から第 7章によ

る武力行使が容認されており，いわゆる伝統

的な PKOとして出発していないことからこ

れを PKOとは認めない論者もいる 15。さら

に UNOSOMIIは，当初から第 7章に基づ

13 他方， PKOそのものの問題としては，狭義の
自衛概念、では任務遂行の必要性を充足できず，
広義の自衛概念を濫用すればPKOの公正さや中
立性を害するという矛盾も存在する。冷戦期の
PKOの自衛原則で問題とされたのはまさにこの
点であり，その指摘はおそらくポスト冷戦期に
おいても妥当する。 Suy，Legal Aspects 0/ 
UNPeαce-keeping Operαtions，35 N.I.L.R. 
318， 319 (1988). なお，冷戦の終駕時点には
諸説があるが，本稿ではさしあたり， イラクに
よるクウェート侵攻への対応にみられるように，
米ソの協調が国連の平和維持の分野でも実現し
た1990年以降をポスト冷戦期ととらえることに
したい。 See，Mullerson & Scheffer， LegαI 
Regulαtion 0/ the Use 0/ Force， in Beyond 
Confrontation， International Law for the 
Post-Cold War Era 93 (L.F.Damrosch， 
G. M. Danilenko & R. Mullerson eds. 
1995) . 

14 U.N.Doc.S/RES/687 (1991) ; U.N.Doc. 
S/RES/689 (1991). 

15 福田菊『国連とPKO-["戦わざる軍隊」のす
べて〔第二版)Jl(1994年)， 231頁。

いて武力行使が認められる「平和強制部隊」

に類似の性質を有しており可その意味でも

伝統的な PKOの自衛原則の検討には不適切

といえ， ここでは検討の対象からはずすこと

にする。そこで，本稿ではさしあたり UN-

PROFORを手がかりとして PKOにおける

自衛原則の再検討を行っていくことにしたい。

1 UNPROFORの任務拡大と武力の行使

UNPROFORの設置と任務の拡大

UNPROFORは， 1992年2月21日に採択さ

れた安保理決議743に基づき，最初にクロア

チアに派遣された。この決議の採択をめぐっ

ては，憲章第 7章への言及を決議中にいれる

ことを主張する欧米の理事国と， PKOを第

7章の下におくことに反対するインド，モロッ

コとが対立し，結局，ユーゴスラビア政府に

よる PKO派遣の要請に注目する旨の文言を

入れ，第7章に言及しないかわりに，憲章第

25条に触れて， UNPROFORの設置を「決定

する CDecides)Jという文言を用いることで

妥協がはかられたという経緯がある。この決

議では，第25条への言及と「決定する」とい

う文言の使用で決議に拘束力をもたせようと

する意図が感じられるが，他方では PKOを

第 7章の枠外におくことも強調されており，

なお伝統的な PKOとしてUNPROFORが位

置づけられていたと考えることができょうl:
16 ソレルは， UNOSOM IIが国連のコマンドの

もとで行われた初めての「平和強制」活動であ
ると指摘する。 Sorel， LαSomalie et les 
Nαtions Unies， 38 A.F.D.I. 61， 84 (1992). 

17 U. N. Doc. S/RES/743 (1992) ; see， 
Freudenschus， Article 39 0/ the UN Charter 
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このことは，決議743で認められた UNPR-

OFORの任務内容からも確認できる。決議

では，クロアチアにいるセルビア人を保護す

るために国連保護区 CUnited Nations 

Protection Areas， UNPAs) を設定して，

この国連保護区を非武装化するとともに，

UNPROFORが国連保護区およびクロアチ

ア全土からのユーゴ人民軍の撤退を監視する

任務を負うことになった。こうした非武装地

帯の監視や紛争当事者の軍隊の撤退監視は伝

統的 PKOの典型的な任務内容である。また

UNPROFORは，そうじた従来から存在す

る任務のみならず，大量に流出した難民およ

び避難民の帰還促進といったポスト冷戦期の

紛争に特有の任務を担うことにもなった11
ところが UNPROFORの任務はユーゴ紛

争の事態の推移とともに拡大の一途をたどる

ことになったItその経過は，地理的拡大と

質的拡大の側面にわけられる O

まずUNPROFORの任務の地理的拡大に

ついてであるが， これは二つの意味に理解す

ることが可能である。

第ーには，国家レベルでの展開の拡大であ

り， UNPROFORの展開がクロアチアだけ

Revisited : Threαts to the Peαceαnd the 
Recent Prαctice 01 the UN Security 
Council， 46 Austrian J. Publ. Intl. Law 
1， 13 (1993). 

18 U.N.Doc.8/23592 ただし難民への救援
活動自体は，たとえば UNFICYP のように
CU. N. Doc. 8/18491)，伝統的な PKOでも行
われることがあった。

19 Petrovic & Condorelli， L'ONU et lαcnse 
yougoslαve， 38 A.F.D.I. 32， 53-7 (1992) ; 
Higgins， The New United Nαtwnsαηd 
Former Yugoslαvia， 69 International 
Affairs 465， 469 (1993). 

ではなく他の諸国にも拡大していったことを

意味する。 UNPROFORが設置されるより

前にすでに，スロベニアおよびクロアチアの

両共和国がユーゴスラビア社会主義共和国連

邦からの独立を宣言しており，またマケドニ

アとボスニア・ヘルツェゴビナ(以下では単

にボスニアとする)の両共和国もその後同様

の宣言を行っていた。すなわち， これらの共

和国はすべて後に国連への加盟を認められる

など，国際法上の国家として国際社会に認め

られることになり，当時旧ユーゴスラビアの

領域ではセルビア・モンテネグロ共和国(以

下では単にセルビアとする)も含めると事実

上五つの国家が並存していたのである。このう

ちUNPROFORが展開したのは，先に述べ

たクロアチアの{也に，ボスニア，そしてマケ

ドニアであった21

ボスニアへの展開が UNPROFORに認め

られたのは， 1992年6月8日の決議758によっ

てである21これはボスニアの首都サラエボ

とその周辺地区からの重火器の撤去を監視す

ることを目的としたもので，サラエボ空港の

コントロールと人道物資の運搬確保につなが

る措置の第一歩と評されることもある九

またマケドニアへの展開は， 92年12月21日

の決議795に基づくものであったが， これは

20 なおユーゴスラビアの解体過程について，
see， Well巴r，The lnternαtionαl Response 
to the Dissolution 01 the Sociαlist Federαl 
Republic 01 Yugoslαvia， 86 A.J .I.L. 569-
607 (1992).芹田健太郎「社会主義連邦諸国の
解体と国家承認」神戸法学雑誌44巻2号(1994年)
291-311頁。

21 U. N. Doc. 8/RE8/758 (1992). 
22 A. B. Fetherston， Towards a Theory of 
United Nations P巴acekeeping79-80 (1994) 
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まだマケドニアに紛争が飛び火する前に

UNPROFORが派遣されたものであり，紛

争発生の事前予防のための「予防的展開」の

典型例とされている 230 マケドニアでの

UNPROFORは事前予防としての性格を有

するという，点で目車庁しいものであるが，その

機能自体は伝統的 PKOが担っていた緩衝材

としての役割とほぼ同じということがいえよ

• 24 
つ。

地理的拡大の第二の意味としては，より部

分的な展開の拡大で，さらに任務の質的拡大

と密接な関係を有するという点がある。

最初の拡大は，前述した第ーの意味での地

理的拡大に伴い，ボスニアのサラエボ空港へ

の展開というかたちで行われた。これが92年

6月8日に採択された決議758で， こうした展

開は， 92年5月30日に採択されたセルビアに

対する包括的な経済制裁決議757の実効性を

確保することを目的とするとともに，人道的

な援助活動のための物資の空輸を確保するた

めでもあった21

この後者の目的は，後に空港だけでなく，

23 紛争勃発前の派遣という意味での「予防的展
関」の性格をもっPKOの先例としては， 1958年
に安保理決議128に従ってレバノンに派遣された
レバノン国連監視団 (UNOGIL)がある。その
任務と評価については，see， Pogany， The 
Evolution of United Nαtions Peαce 
keeping _ Operαtions， 57 B.Y.I.L. 357， 359-
63 (1986). 

24 U.N:Doc.8/RE8/795 (1992). See， 
8teinberg， lnternαtional lnvolvement in 
the YugoslαVLα Conflict， in Enforcing 
Restraint Collective Intervention in 
Internal Conflicts [hereinafter cited as 
Enforcing RestraintJ 27， 54-5 (L.F. 
Damrosch ed. 1993). 

25 U.N.Doc. 8/RE8/758 (1992) ; U.N.Doc. 
8/24075.福田前掲書194-195頁参照。

人道的物資を必要とする現地までの輸送も保

護する狙いから， その輸送ルートにも

UNPROFORを展開させることにつながっ

た。これが92年9月14日に採択された決議

776であり，後でみるように UNPROFOR

による武力行使の容認にとっても重要な決議

である21

また，当初決議743ではクロアチアの国連

保護区での UNPROFORの展開を定めてい

たにすぎなかったが，その後の展開はクロア

チアおよびボスニアにおけるセルビア人保護

を目的としても行われた。すなわち，両国に

おけるセルビア人は国連保護区以外にもセル

ビア人にとって危険な地域が存在すると主張

して UNPROFORの配置を要請し，それを

受けて国連が，クロアチアの強い反対を退け，

国連保護区の周辺地域に一定の地域を設定し

(いわゆる「ピンク・ゾーンJ)， そこに

UNPROFORを展開させてセルビア人の保

護をはかったのである九

イ也方において UNPROFORは， ボスニア

内のモスレム人をセルビア人の攻撃から保護

するための活動も行った。民族浄化の危険が

あるモスレム人居住区に安全地域 Csafe

area)を設定して，セルビア不正規軍の即時

撤退を促したのである。これは， 93年4月16

日の決議819でスレブレニツァに最初に適用

され，その後93年5月6日の決議824により，

サラエボ，ツズラ， ジェノf，ゴラジュデ， ビ

26 U.N.Doc. 8/RE8/776 (1992) ; U.N.Doc. 
8/24540. 

27 U. N. Doc. 8/RE8/762 (1992). See αlso， 
8teinberg， suprαnote 24， at 40-1. 



国連平和維持活動における自衛原則の再検討 67 

ハチの各都市にも拡大されたて

こうした展開の地理的拡大に対応して，

UNPROFORの任務にも質的な拡大が大き

くわけで二つの点でみられた。第一は， 92年

10月9日の決議781で現れたもので， ボスニ

ア上空の軍用機の飛行禁止を監視する役割で

ある29。米国はこの決議を採択する際，第 7

章に基づく措置の実施を追求したが 30

UNPROFORを危険にさらすものだとする

EC諸国の反対に会い断念した経緯がある。

決議では飛行禁止遵守を確保するための適当

な措置をとるよう UNPROFORに要請して

いるが，こうした経緯からみて， UNPROFOR 

に第 7章に基づく措置として武力行使を認め

た決議でないことは確かである。もっとも中

国は，この決議が後に説明する決議770に言

及していることから武力行使を可能にするも

のであるとの懸念を表明して棄権している九

ただし UNPROFORの任務の内容自体は，

強制措置ではないため，停戦や軍撤退などの

監視と同じく従来の PKOの任務と同列にお

くことは可能であろう。

第二は，決議776にみられる人道的援助へ

の支援である。この決議採択後もすでにみた

ように地理的な拡大は続くが，任務の質的拡

大としては，先に述べたボスニア上空の飛行

禁止に関する監視任務のほか，人道的援助へ

の支援の追加により UNPROFORの基本的

28 U.N.Doc. S/RES/819 (1993); U.N.Doc. 
S/RES/824 (1993). 

29 U.N.Doc. S/RES/781 (1992). 
30 U.N.Doc. S/PV. 3122 at 8-9 (U. S. A.). 
31 ld. 7 CChina).この聞の経緯について see，
Freudenschus， suprαnote 17， at 15-6 

な任務が確立したといえる。ではこの点につ

いての UNPROFORにおける特徴とはL、か

なるものであろうか。それは後に詳しく検討

するように，人道的援助への支援という目的

と UNPROFORに対する武力行使容認とい

う手段との結び、っきである。そこで次に

UNPROFORに関する武力行使容認決議を

検討することにする。

2 UNPROFORへの武力行使容認決議

UNPROFORに武力行使を認めた安保理

決議を検討するに際して，まずその文言の内

容と採択の際の討議内容を中心に考察してい

こう。こうした安保理決議は，その文言の形

式，ならびに時系列の観点からみると，第7

章への言及はないが武力行使を認める決議

776，第 7章に言及して武力行使を認める決

議807および815， さらに第 7章に言及する

だけでなく UNPROFORの自衛行動にまで

言及して武力行使を容認する決議836および

871という三つの段階に区分することができ

る。

決議776は，前述の通り，人道的援助支援

のために， その輸送ルート保護の任務を

UNPROFORに与えたものである O その際，

UNPROFORは，第7章に基づく措置によっ

てではなく，自衛による武力行使でこの従来

型の PKOにはなかった任務を遂行するもの

との了解が安保理理事国聞にはあった。この

点を少し詳しくみていこう。

この決議は，ほぼ 1ヶ月前の92年 8月13日

に採択された決議770の第 2項を実施する際



68 国際協力論集第3巻第2号

に，ボスニアでの UNPROFORの任務拡大

と強化を定めたものであった。ここで登場す

る決議770とは，各国に対し，人道物資の運

搬を促進するために必要なあらゆる措置をと

るよう要請したもので， この「必要なあらゆ

る措置」には武力行使も含まれるとされてい

たてつまり，決議770が採択された時点で

は，人道的援助の支援は各国が行うとされ，

それが UNPROFORの役割であるという認

識はなかったのである。ところが，決議採択

後に決議770の提案国間において，武力行使

で人道的援助を守る任務は UNPROFORが

ふさわしいという合意が形成され，その旨の

報告書が提出されるよう事務総長に提案が行

われた。その結果としてこの報告書を承認す

る決議776が採択されるに至ったのであるお。

事務総長報告では，人道物資の運搬に対す

るUNPROFORの防御的支援を重視すると

し，特に PKO の自衛原則については，

UNPROFORの活動は通常の PKO原則を

逸脱するものではなく，従って武力によって

任務遂行の妨害を受けたときには，必要最小

限度の自衛のための武力行使が認められると

の了解がなされた 34。つまりここでは，

UNPROFORが武力を行使する場合には，

広義の自衛概念に根拠を求めているわけであ

り，厳密にいえばあらためて決議により

32 U.N.Doc. 8/RE8/770 (1992). See αlso， 
U.N.Doc 8/PV. 3106 at 34-5 (U.K.) 

33 Freudenschus， Between Unilαteralism 
αnd Collective Security Authorizαtwns 
01 the Use 01 Force by the UN Security 
Council， 5 E.J.I.L. 492， 501-3 (1994). 

34 U.N.Doc.8/24540. 

UNPROFORに武力行使を容認したわけで

はないということがいえるであろう。ただし，

この決議で実施されるものとされた決議770

が第 7章に基づく措置を含んでおり，武力行

使を容認していることから， こうした決議

770を取り込んだ決議776自体においてもこ

の点不明確な部分が残されてしまったといえ

なし、ことはなし、。

従って， こうしたかたちでの UNPROFOR

による武力行使の可能性に危倶を抱く国が実

際にも存在した。決議770と776の双方の採

択の際とも，中国，インド，ジンパフcエの三

国は棄権したが，とりわけ中国は，決議770

の採択に際して加盟国による武力行使の容認

には同意できないとし，さらに決議776の採

択の際には， UNPROFORの任務拡大と決

議770の実施の結合は容認できないと主張し

た。中国によれば，武力行使を容認した決議

770を UNPROFORが実施することで，

UNPROFORが PKOのガイドラインから

離れ，その非強制的性格が変化してしまう危

険性があると主張していたのである31
その後，決議807において初めて PKOと

憲章第 7章とが結び、つくことになった。これ

が第二の段階である。 93年2月19日に採択さ

れた決議807はクロアチア領内を適用対象と

したもので， クロアチア軍による国連保護区

への敵対行為を念頭におきつつ，国連保護区

とピンク・ゾーンからの軍隊の撤退を当事者

に要求するものであったてつまりここでは，

35 U.N.Doc. 8/PV.3106 at 51 (China) ; 
U.N.Doc. 8/PV.3114 at 11-2 (China). 

36 U. N. Doc. 8/RE8/807 (1993). 
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UNPROFORによる人道的援助の防御的支

援というものは前面にはでていないことに注

目しておきたし、。さらに， この内容をボスニ

アにも適用した決議815では ruNPROFOR

の安全およびその任務のための移動の自由を

確保し，その目的のために第7章に基づいて

行動する」という文言が前文に挿入されてい

るo ここでは UNPROFORの安全と移動の

自由のために第 7章が援用されたというだけ

なのであり， これも厳密にいえば，

UNPROFORに対して第 7章に基づき武力

行使が容認されたのではなく，自衛原則の枠

を越えるものではないとみることもできるで

あろう。

しかしそれでも，なぜ PKOと第 7章が結

合することになったのかという疑問は当然生

じてくる。この決議案の提出国は，第 7章を

援用したのは UNPROFORの自衛能力を適

切に高めるための措置であると非公式協議の

席で説明している。また，共同提案国の一つ

であるフランスは，決議では UNPROFOR

を第7章の枠の中においたが，第 7章への言

及は UNPROFORの性格を変えるものでは

ないと述べている O ただ， UNPROFORの

移動の自由の問題に第 7章を拡大することに

より，第7章への依拠を強化することが目的

であると主張していたのである 37。しかし，

中国代表が指摘したように 38，UNPROFOR 

は，その設置決議743やその後の決議でも第

37 U.N.Doc. S/PV.3174 at 13-4 (France) ; 
U.N.Doc. S/PV.3189 at 3-5 (France). 

38 U.N.Doc. S/PV.3174 at 21 (China). 

7章への言及がないようにもともと伝統的な

PKOであって， UNPROFOR要員の安全な

らば自衛概念を拡大することにより第7章を

援用しなくても適当な措置はとれたはずであ

る。この点は後にもう一度検討することにし

ょう。

第三の段階は， 93年6月4日に採択された決

議836であるてこの決議は，憲章第39条に

よる平和に対する脅威の認定も第 7章への言

及も行っており，決議824が宣言したサラエ

ボほか 4都市とその周辺の安全地域の十分な

尊重の確保を決定している。その上で決議

836は， UNPROFORに対し， r自衛のため

に行動し Cactingin self -def ence) ，いかな

る当事者による安全地域への爆撃に対しても，

あるいは安全地域への武力襲撃に対応して，

もしくは UNPROFORまたはそれにより保

護されている輸送部隊の移動の自由が当該地

域において意図的に妨害される場合には，武

力の行使を含めて，必要な措置をとることを

認める CAuthorizes)Jとした。このように

決議836において初めて明示に， UNPROFOR 

に憲章第 7章に基づいて武力行使が認められ，

なおかっ「自衛」を目的とする限定がかぶせ

られたのである。また，この決議を契機とし

て，その後採択された旧ユーゴの PKO関連

決議では任期延長に関するものも含めてすべ

て，前文に憲章第7章への言及がなされるこ

とになったことも注目に値しようへ

39 U.N.Doc. S/RES/836 (1993). 
40 例外は，マケドニアへの予防的展開を定めた
決議842と， UNPREDEPの展開を認めた決議
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この決議では安全地域の尊重確保が目的と

されており， そのため UNPROFORの任務

も，拡大はされているものの，攻撃の抑止や

停戦監視，ボスニア軍以外の軍隊の撤退促進

など従来型の PKOの任務の範囲内である。

これは，決議776による住民への人道物資の

配布とは別に行われる任務であることが明示

に断られており，フランス代表も述べている

ように，人道的物資輸送の護衛という任務に

影響を与えるものではないと考えられてい

た410 すなわち決議836は，安全地域を宣言

した決議819および824の論理的帰結という

性格をもちながらそ決議770および776で確

立した UNPROFORの任務と並行して実施

されるものだったのである430

以上， UNPROFORに対する武力行使容

認決議には三つの形態があることが整理され

たが，中でも決議776は人道的援助と自衛が

結び、つくきっかけとなった決議として極めて

重要な決議とみることができょうへしかし

985のみである。
41 U.N.Doc. S/PV. 3228 at 13 (France). 
42 ld. 59-60 (Spain). 
43 ld. 13 (France).他方決議836は， UNPRO-
FOR支援のため，さらに後には安全地域周辺の
一般市民保護のため，加盟国に武力行使を容認
する根拠決議ともなり，実際にNATOによる近
接航空支援や空爆が行われたのである。この点
からすると，決議836の中で第 7章への言及が
あったことは当然ともいえる。ただし，加盟国
に武力行使を容認した決議本文第10項に第 7章
に基づく行動が限定されていないところをみる
と， UNPROFORの任務との関係はやはり無視
できないであろう。なお武力行使に関する国連
とNATOとの関係について see，D.A. 
Leurdijk， The United Nations and NATO 
in Former Yugoslavia 11-7 (1994). 

44 浅田正彦は，武力行使が容認される事態が，
伝統的な PKOにおいて自衛の場合とされる
UNPROFOR自体の保護を越えて，安全地域

後述するように，その後の人道的援助に関す

る決議の中にも同様の文言が援用されるもの

があり，結果として UNPROFORの人道的

援助への任務拡大と自衛を含む武力行使の容

認がパラレルに位置づけられていることが確

認されるのである。

3 UNPROFORにおける「自衛」の意義

決議807の中で iUNPROFORの安全」

に言及したことについてフランス代表は，こ

れはpeace-keepingの枠内にあることを強調

するためのものであるとした。 また，

UNPROFOR要員自身の安全のみならず，

人道的機関に対する攻撃もまた自衛の範囲で

あることを明確にする意図がそこにはあった

のであるへその意味からすれば，その後採

択された決議836の中の「自衛のために行動

し」という文言も同趣旨と解して差し支えな

いであろう。それならば，中国代表が発言し

や護衛されている人道輸送車隊の保護にまで拡

大されているという点を重視し，その意味で決

議807は依然従来の自衛の範囲にはいるのに対し

て，後者の場合を認めた決議836は自衛の概念が

その伝統的な意味を越えて拡大されたものだと

指摘する。浅田正彦「国連における平和維持活
動の概念と最近の動向」西原正，セリグ・ S・

ハリソン編『国連PKOと日米安保新しい日米
協力のあり方~ (1995年)56-60頁。しかし人道

的援助の護衛への任務の拡大により， UNPRO-
FOR自体の保護と護衛の対象となる人道的機関
の要員の保護との区別が内戦のような状況から

みると無意味となってしまっているということ

にも注目しなければならないであろう。むしろ，

人道的援助の安全保護という分野にPKOの任務

を拡大させた決議776は，そうした区別を排除
する側面を有するという点において，浅田のい

う従来の伝統的な自衛原則の意味を越える契機

を与えた決議として重要といえるのではなかろ
うか。

45 U.N.Doc. S/PV.3174 at 13-4 (France). 
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たように，第 7章への言及を避けても構わな

いはずである。 PKO原則の適用の際に，解

釈を柔軟にすれば済むことだからである 460

従って，なぜ第7章への言及を行う必要があっ

たのか，またさらにいえば， I自衛のために

行動し」という文言に，第7章への言及があっ

てもなお独自の意義があるのかということが

問題となろう。

人道的援助支援のための決議は決議770を

発端とすることはすでに述べた。この決議は

各国に武力行使を認めるために第7章への言

及があったが，その当否はともかく， これ自

体については安保理が第 7章に基づき加盟国

に武力行使を容認したという評価は可能であ

ろう。これに対して決議776は PKOである

UNPROFORを対象としていたが故に，

PKOと第 7章の結合に対する反発に配慮し

て第 7章には触れられていなかったのであるO

ところがこの決議は， UNPROFORの任務

について決議770を援用することにより結果

として間接的に第 7章との関連性をもつこと

になってしまった。こうした人道的援助の支

援と武力行使の結合に懸念を表明した国家も

存在し，事実，決議案から決議770の部分を

削除するよう強力な働きかけもあったのであ

る470

このように決議776は，第 7章に言及した

決議770をその本文中に取り込むことにより，

第 7章と PKOをつなげる素地を作り上げて

しまったということができょう。そして，そ

46 Id. 21 (China). 
47 U.N.Doc. S/PV. 3114 at 7-8 CIndia). 

れを第 7章と PKOのリンケージとして明確

にしたのが決議807であり，決議836であっ

たてさらにその後の決議では， もはや第 7

章と PKOとの決議の文言上での分離が放棄

さ札決議807型の文言，すなわち UNPROFOR

の安全と移動の自由および第7章に基づく行

動というかたちで人道的援助への支援に関す

る UNPROFORの武力行使を認めていくこ

とになったのである490

もともとこうした決議の採択に際しての安

保理における議論では，上述のように，

48 従って決議807に第7章への言及がみられるの
は，浅田がいうように(前掲論文57頁)平和に
対する脅威の認定から必要とされて入れられた
わけではない。実行上も，イラン・イラク戦争

に関する決議598やクルド問題に関して採択さ
れた決議688のように，平和の破壊もしくは平

和に対する脅威が認定されようとも，第 7章へ
の言及がみられない場合がある。 U.N.Doc.
S/RES/598 (1987); U.N.Doc.S/RES/688 
(1991) .これに関連して，藤井京子は，決議688
は平和に対する脅威を指摘しただけで認定した
ものではないとして， この認定がないから同決
議は強制措置を規定したものではないと主張す

る(藤井京子「クルド難民救援活動と人道的介
入論Jr名古屋商科大学論集J37巻1号 (1992年)

174貰)。確かに， i認定する (determine)Jと
いう言葉こそ用いられてはいないが，第39条の
文言に明確に従っていること，決議採択の際の
会合では第7章に基づく措置の発動可能性を前
提として議論されていたことなどから， i平和に
対する脅威」の存在がこの決議で認定されてい
ると理解するほうが素直であろう。第 7章に基
づく措置を行う可能性を示すことと，具体的な
強制措置を行うことを授権もしくは許可するこ
ととは区別されるべきなのである。

49 PKO要員の安全と任務のための移動の自由を
確認しつつ，第7章に言及した決議807型の決議
にはその後，以下のようなものがある。 U.N.
Doc.S/RES/908(1994); U.N.Doc.S/RES 
/913 (1994); U.N.Doc.S/RES/914 (1994); 
U.N.Doc.S/RES/941 (1994); U.N.Doc.S/ 
RES/947 (1994); U.N.Doc.S/RES/981 
(1995); U.N.Doc.S/RES/982 (1995); U.N. 
Doc.S/RES/987 (1995); U.N.Doc.S/RES 
/990 (1995); U.N.Doc.S/RES/994 (1995). 
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UNPROFORの活動を伝統的な PKOの枠

内にとどめ，従って自衛原則を維持させっつ，

その強化のためと称して第7章への言及が図

られたのであった。ところが UNPROFOR

の武力行使容認に関しては，自衛原則が強調

されていたにもかかわらず，第 7章への言及

に重心がおかれ， これに基づき自衛原則の範

囲を越える武力行使が容認されているという

ような正当化事由を与えることになったので

ある51このことは，決議中での第7章への

言及が PKOの原則に優先するかたちでいわ

ば一人歩きをはじめる事態が生じたとみるこ

ともできょう。

この点を示すものに，決議807型の文言が，

決議836型のそれと区別なく UNPROFOR

の武力行使容認の根拠決議として以後多く用

いられるようになったということが挙げられ

るO 決議807型の文言と決議836型のそれと

では効果の点で違いがあるが故に前者がその

後採用され続けたかのような印象を与えるこ

とは確かである。しかし実は，決議836に入

れられていた「自衛のために」の文言がなく

ても，その決議の効果は同じと考えられてい

た節が存在するのである。たとえば，クロア

チアに適用された決議871の任務内容をボス

ニアにも拡大することを目的として例年3月

31日に採択された決議908は， IUNPROFOR 

50 決議836がPKOの自衛原則の範囲を逸脱する
武力行使を認めたものだとする見解について，
浅田前掲論文60頁，佐藤哲夫「冷戦後の国際連
合憲章第七章に基づく安全保障理事会の活動一
武力の行使に関わる二つの事例をめぐってー」
『一橋大学研究年報 法学研究J26号 (1994年)
153-154頁，参照。

の安全と，そのあらゆる任務のために移動の

自由を確保するという決定を繰り返し， この

目的のため，クロアチア共和国とボスニア・

ヘルツェゴビナ共和国の UNPROFORに関

し，国連憲章第 7章に基づいて行動し， Jと

前文に定めて決議807型の体裁をとっている

が，その同じ前文に「旧ユーゴスラビアにお

ける紛争に関する以前のあらゆる関連決議を

想起し， この関連で UNPROFORの任務に

関する決議871(1993)を再確認し， Jとあり，

決議836型の決議871に言及していることが

注目される510 つまり決議807型と決議836型

とでは，第 7章への言及が存在することを重

視すれば， I自衛のために」という文言が入っ

ているかいないかという違いはあるものの，

あるいはさらにいうと， I自衛のために」と

いう文言が挿入されていてもいなくても，武

力行使を UNPROFORに容認したというそ

の内容面において同じ法的効果をもっと考え

られるようになっていたとみることができ

る51そうだとすれば，結局のところ「自衛」

の意義についての問題は， PKOに関する決

51 U.N.Doc.S/RES/908 (1994).同様の決
議としては，以下のものが挙げられる。 U.N.
Doc.S/RES/913 (1994); U.N.Doc.S/RES 
/947 (1994). 

52 たとえば，決議871が採択される際に中国代表
はなお，自衛原則そのものではなく， PKOが
第7章に基づ、いて武力行使を認められることに
懸念を表明していた。そしてこの立場は，決議
908が採択される際にも維持されていたのである。
U.N.Doc. S/PV.3286 at 9 (China) ; U.N. 
Doc. S/PV.3356 at 10 (China).また， i自
衛のために」という文言が特に PKO要員以外
の人道的機関の要員保護への拡大を意図するも
のであったとすれば，その任務内容からいって，
決議908以降の安保理決議にも当然本文中に規
定されていなければならなかったであろう。
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議において， r自衛のために」という文言を

用いるか用いないかにかかわらず，なぜ国連

が第 7章に言及するのかというところに行き

つくように思われる。これは，いわばポスト

冷戦期における武力行使についての国連の姿

勢全般に関係するものといわなければならな

い。従ってこれは， UNPROFOR だけの問

題ではなく，武力行使が容認された他の活動

をも視野に含めて，国連による武力行使の形

態とその理論付けというより広い観点からの

検討を要することになろう。

E 国連による武力行使と人道的援助活動

1 国連平和維持活動における武力行使の

容認例一人道的援助との関係

国連による武力行使容認の傾向は冷戦終結

がきっかけとなったといわれている。 90年代

に入り，イラクに対する多国籍軍への武力行

使の授権をはじめ， ソマリア，旧ユーゴスラ

ビア，ルワンダ，ハイチにおいて，第7章に

基づき武力行使が次々と容認されてきた。そ

こで，国連が PKOにおいてどのように武力

行使の容認を拡大させていったのかを時系列

的に追ってみることにしよう。

ポスト冷戦期における PKOと武力行使と

の関連に限っていえば， 92年6月17日に提出

された国連事務総長報告書「平和への課題」

がまずとり上げられるべき重要な文書であろ

うO この中でブトロス・ガリ事務総長は，停

戦の回復と維持のため武力行使をする必要性

を説き， PKOよりも重装備で武力攻撃に対

応できる「平和強制部隊 (peace-enforcement 

units) Jの創設を提案したのである。 この

「平和強制部隊」は国連憲章第40条に基づく

ものとされ，その意味では第 7章に位置づ、け

られるべきものであった51しかしここで注

目したいのは， PKOにおける武力行使が最

初から放棄されているわけではなく，国連の

任務遂行を阻害する要因を排除するために武

力を用いるという点では，自衛原則に従う限

りでは PKOによる武力行使でも，あるいは

第 7章に基づく措置でも構わないと考えられ

ていたように思われる点である540

従って， r平和強制部隊」に近い事例とし

てよくとりあげられるのは UNOSOMnで

あるが， PKOにおける武力行使強化との一

連の関係でいえば，実際にはクロアチアの

UNPROFORを強化した前述の決議776が

その鳴矢ともいうべき実行であった。すなわ

ちこの決議は，人道的援助の支援という任務

の遂行の際に，自衛原則に基づいて武力行使

を認めたものであり， もう少し詳しくいえば，

PKOに与えられた任務の拡大に応じて自衛

原則により武力行使の可能性を拡大させたポ

スト冷戦期における初めての例だったのであ

る。

こうした PKOによる武力行使容認の傾向

は，翌93年の 2月から 3月にかけてさらに強

いものとなっていく。 93年2月5日には

53 U.N.Doc. A/47/277 & 8/24111. 
54 この点はさらに，平和維持活動に腕力をもた
せることで， peace-keepingと peace-
enforcementとの間にグレーゾーンをつくるこ
とにつながる恐れがでてくる。 Goulding，The 
Euolution of United Nαtions Peαcekeeping， 

66 International Affairs 451， 461 (1993). 



74 国際協力論集第3巻第2号

UNIKOMの規模の拡大を認めた決議806が

採択された。もともと UNIKOMはイラクー

クウェート閣の国境地帯の停戦および撤退の

監視を任務とする非武装の軍事監視団であっ

た。ところが度重なる停戦合意の無視などで

UNIKOMの任務が阻害され， この決議によ

り人員と装備が強化されて，実質的には平和

維持軍に衣替えしたのである55。ただ， こう

した UNIKOMの強化を勧告した事務総長

報告では，停戦違反に対する措置として

UNIKOMが行う武力行使はあくまでも自衛

の範囲内として扱われていた。これは，国連

の任務の阻害要因を自衛原則に従って武力に

より排除する意図を意味するものであったて

その 2週間後の2月19日には UNPROFOR

と第 7章を結び付けた前述の決議807が採択

された。この決議では PKOによる武力行使

を自衛原則で正当化するのか，それとも第7

章に基づく新たな PKOの開始という文脈で

とらえるべきなのか定かではなかったが，約

1ヶ月後の3月26日に採択された決議814で

ソマリアに UNOSOMIIが派遣され， PKO 

による武力行使を第 7章により正当化する初

めての試みがなされたのである 57。またその

4日後には，決議807の内容をボスニアにも

55 U.N.Doc.S/RES/806 (1993).ホワイトは，
この決議により UNIKOMが準強制的な任務に
格上げされたと指摘する。 White，u.N.Peace-
keeping -Development or Destruction ? 
12 International Relations 129， 158， n. 118 
(1994) . 

56 U.N.Doc.S/25123 
57 U.N.Doc.S/RES/814 (1993). 松田竹男
「ソマリア武力行使決議の検討Jr名古屋大学法
政論集Jl149号(1993年)364-365頁参照。

適用するという決議815が採択されるなど 58

この時期に PKOにおける武力行使の可能性

が一気に拡大したのである。

ところがそうした中でも， PKOにおける

人道的援助との関係で，国連が PKOの自衛

原則に依拠せずに武力行使を容認したと考え

ることが可能な事例は，これまで UNOSOM

E とUNPROFORの二つにすぎなし、。その

いずれも PKOと憲章第7章とが結合した活

動であるが，国連による現実の対応は極めて

対照的なものであった。両者とも第 7章に基

づき「拡大 PKOJというかたちで国連の平

和維持機能における新たなアプローチとして

登場したが 59 前者が武力を行使するに至り，

結果として失敗に終わり撤退を余儀なくされ

たのに対して，後者のほうは武力行使を認め

られながらも，現実には従来の PKO原則を

遵守するにとどまり，自衛原則に基づいて活

動してきたからである600

国連は人道上無視できない一国内の事態に

対して介入を行う場合，関係当事者の同意を

得て武力行使の範囲も自衛にとどまる PKO

にするか，憲章第39条に基づき平和に対する

脅威を認定して，関係当事者の同意なく，ま

58 U.N.Doc. S/RES/815 (1993) 
59 Boutros-Ghali， Beyond Peαcekeeping， 
25 N.Y.U.J .of Int'l L. & Po1.113， 119-20 
(1992) . 

60 Fetherston， suprαnote 22， at 25.それは，
自衛原則が春樹寺されているボスニア UNPROFOR
の交戦規則 (Rulesof Engagement)からも明
らかであろう。 SeeBerkowitz， Rules of 
Engαgement for U.N.Peacekeeping Force 
in Bosniα， 38 Orbis 635-46 (1993) ;Maclinis， 
The Rules of Engαgement for u.N. Peαce-
keeping Forces in Former Yugoslαmα:A 
Response， 39 Orbis 97-100 (1994). 
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た武力行使も自衛の範囲を越えるものを認め

る第 7章の措置にするか，いずれの選択肢も

保持している。しかし，その両者を混同する

ようなかたちで活動が行われた UNOSOM

E の失敗は，二つの選択肢を区別して，事

例ごとに，あるいは同じ事件でもそれぞれの

局面ごとに使い分けていく必要性を明らかに

しているといえるであろう。

他方，第7章に基づく措置を敬遠するとな

れば，人道的援助の支援のために PKOが武

力行使を行う場合，今後その根拠は自衛原則

に求められることになると思われる。たとえ

ばレワンダに派遣された国連ルワンダ援助

使節団(UNAMIR)については， 94年5月17

日に採択された決議918の中で，人道的救援

活動の安全と支援の提供という任務が再確認

された後， iUNAMIRは，保護されている

場所と住民，国連とその他の人道的機関の要

員， もしくは人道上の救援物資の運搬と分配

の手段を脅かすものや集団に対して自衛行動

をとることが必要とされる場合があることを

認め」られたのである610 同様の規定はルワ

ンダの場合，決議925でも用いられた叱も

ちろん， PKOの自衛原則に則っている限り，

決議で明示的に「自衛」に言及する必要はな

いはずであるが，いずれにせよ第7章に基づ

いて武力行使が認められているわけではない

ことは確かであるべ

61 U.N.Doc. 8/RE8/918 (1994). この決議
で増員が認められた UNAMIRはUNAMIR
Eと呼ばれ，強制行動を認められてはいない拭
自衛のための行動が強調されている。U.N.Doc.
8/1994/565. 

62 U.N.Doc.8/RE8/925(1994). 

また95年1月に提出された事務総長報告に

おいて，明確に「平和強制部隊」構想が放棄

されたこともこの流れに拍車をかけることに

なろう。この報告では，伝統的な PKO原則

の堅持が語られる一方で， PKOの新しい任

務についての対策が述べられている61
このようにみていくと， UNPROFORに

武力行使を容認した一連の安保理決議は，第

7章に基づく武力行使の傾向と PKOの伝統

的な原則ないしは伝統的 PKOの維持への固

執という二つの思惑のせめぎあいの中で生ま

れた一種の妥協の産物であったと考えること

ができょう O 決議836のように第 7章への言

及と「自衛のために」という文言が同じ決議

に入れられたのはまさにその象徴ともいえる

ものであった。その意味でいえば，第 7章に

基づく武力行使の強力な要求の中で PKOに

おける「自衛」原則を強調することは，第7

63 ルワンダ問題では， 国連事務総長は
UNAMIRの安全のため， UNAMIRへの第 7
章のもとでの武力行使の容認を安保理に要請し
た(U.N.Doc.8/1994/470)。これに対して安
保理は，決議912でこの考えを退けるとともに
CU.N.Doc.8/RE8/912 (1994))，その再考を
促す事務総長書簡 (U.N.Doc. 8/1994/518) 
に対しでも否定的な立場をとった CU.N.Doc
8/PR8T /1994/21)。結局UNAMIRは，決
議918で要員の拡大が認められたものの，第 7
章に基づく行動が認められることはなく，人道
目的の第7章に基づく措置としては 2ヵ月の期
間に限定されたフランス中心の多国籍軍が設置
され，後にこの任務を UNAMIRが通常の
PKOとして引き継ぐことになったのである。
U.N.Doc.8/RE8/929 (1994). 従って，
UNAMIRが第7章の活動に転じたと指摘する
論者がいるが (Brown，The Role 01 the 
UnitedNαtions in PeαcekeepingαndTruce 
Monitering Whαtαre the Applicαble 
Norms， 27 Revue belge de droit interna-
tional 559， 589 (1994).)， これは明らかに誤り
である。

64 U.N.Doc. A/50/60 & 8/1995/1 
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章には依拠しない伝統的な PKOの維持の要

請を残存させる意義をもっと同時に，派遣国

が有する自国軍隊の安全に対する懸念に配慮

したものと評価することも可能であろう 61

しかしそれはいずれにせよ政治的な意義にと

どまるのであって，第 7章への言及が挿入さ

れれば法的にはそれに基づき UNPROFOR

が武力行使を行うことは可能となってしまう。

それにより，相反する原則に基づく二つの活

動のうち，結果として第 7章に基づく活動が

PKOに優位するかたちで行われる危険性が

つきまとうということはすでに述べたとおり

である660

確かに， PKO要員保護の要請，第 7章の

援用に対する一部の加盟国の懸念，事務総長

の態度変化などを考慮すれば，今後，人道的

65 たとえば上述のルワンダ問題における決議918
では第7章への言及自体は回避されたものの，
その採択の際の議論においては， UNAMIRの
人道援助への支援という任務の拡大に焦点があ

てられるとともに， UNAMIR要員の安全への

懸念(U.N.Doc.S/PV.3377at 7 (Pakistan); 
id. 15(Spain))， PKOの基本原則の維持の要

請 Cid.10(Russian Federation). )などが交

錯Lていたのであり，決議内容はそうした種々

の主張に応えるよう起草されたものであること

が窺われる。

66 もっとも UNPROFORの場合，第 7章の基
づく決議が数多く採択されたにもかかわらず，

安保理には軍事的な強制行動を行うような政治
的意図はなかったようである。それは，第 7章
に基づく際限のないコミットメントに理事国が
消極的だったこと，自決権，人道的介入，国家

承継など旧ユーゴ紛争が抱える複雑な問題を前

に，国連の原則的な立場について理事国の間で

コンセンサスが得られなかったことによるため

とされている。 B巴rdal，United Nαtwns 
Peαcekeeping in the Former Yugoslαmαp 
in Beyond Traditional Peacekeeping 228， 
228-9 (D.C.F. Daniel & B.C. Hayes eds. 
1995) . 

活動の支援に関する PKOの任務遂行に際し

ては，第 7章に基づく武力行使よりも，

PKOの自衛原則に則った武力行使が主流と

なっていくであろう。だが他方では， I自衛」

概念そのものの問題として，人道的援助活動

の支援の必要性から武力行使容認の傾向が

「自衛」概念の拡大を媒介に従来にもまして

強まる危険性もあるのである。

2 I自衛」概念による武力行使可能性の拡大

上述した武力行使の可能性が拡大する傾向

は，主に「自衛」概念が有する内容の暖昧さ

に起因するところが大きし、。そこで次にこの

点を少し検討してみよう。

「自衛」概念の暖昧さには二つの側面があ

ると思われる。第一に自衛行動を行うものの

意思という側面であり，第二に「自衛J概念

の中に「任務」が含まれているという側面で

ある。

まず第一の点であるが，いかなる場合が自

衛にあたるかについて当事者の意思の統ーが

困難であるということがある。狭義の自衛の

場合でも，どの時点から，どの程度の対応を

すべきか判断が難しし、。国家の自衛権の要件

をそのまま持ち出すことには慎重にならねば

ならないが片仮に PKO要員の生命および

身体の安全という狭義の自衛の場合であれば，

急迫性，必要性および均衡性という要件を考

慮にいれることは可能であろう。しかし，現

実にはそのいずれについても判断に困難を来

67 White， supra note 3， at 204. 
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すことが多いのである61
さらにそれに輪をかけるのが，国連平和維

持軍が加盟国から要員を募ったいわば寄せ集

めの国際軍であるという事実である。周知の

通り，国連平和維持軍は各国から部隊の提供

を受け，国連事務総長の指揮の下におかれる

ことになっている。しかし通常は，国別部隊

を統ーしてトレーニングすることはなく，ま

た施設や装備についてもそれぞれの国の独自

の基準で携行している。そのため，いかなる

場合が自衛にあたるかについて各国の部隊で

認識が異なり，また装備も不統一なために前

述の三つの要件を統一的に解釈することはお

よそ困難となっているのである690

しかしそれにもまして重要なのは第二の側

面，つまり，広義の自衛概念が「任務」をパ

ラメーターとして取り入れていることであろ

う。これにより， PKOの任務の拡大に応じ

てその自衛概念も膨らむ余地を残しているの

である。

任務との関係でいえば，ポスト冷戦期にお

いて紛争の性質が変化したことによる影響が

重要であろう。そのもっとも大きな変化は，

従来は国家聞の紛争が多かったのに対して，

冷戦後の紛争はその多くが内戦であるという

68 この点は閏家による自衛権の発動の場合でも
同じことがいえるであろう。もちろんその場合
には，当該国家の追及する政策とその判断がか
かわってくることになる。 Schachter，Self-

defenseαnd the Rule of Lαw， 83 A.J.I.L. 
259， 266-7 (1989). 

69 J. E. Heiniger， Peacekeeping in TraIト

sition: The United Nations in Cambodia 
129-30 (1994). 

ことである71本稿でとり上げたユーゴスラ

ビア紛争も，旧ユーゴから共和国がそれぞれ

独立したため，形式的には国家間関係がから

んでいる部分もあるが，本質的にはそれぞれ

の共和国がかかえる民族問題に起因した内戦

が外部勢力と結びつき国際的側面を有してい

るとみるほうが適切であろう71
もともと内戦において PKO活動には本質

的な限界があるとされているo それは大きく

わけで三つの原因からなるといわれている。

まず，内戦の場合，紛争当事者の数が国家間

紛争の場合よりも多いということがある。

PKOはpeace-makingと組み合わされなけ

れば紛争解決に直結しないが，紛争当事者す

べての要求を満足させるような結果は非常に

困難であり，要求が通らないと判断した当事

者は停戦や PKOの派遣そのものに反対する

ことになりかねなし、。また第二に，たとえ

PKOの展開が同意されたとしても，国境に

非武装地帯を設けて停戦および撤退監視を行

う国家間紛争の場合とは異なり，国内のより

広い領域に展開する必要がでてくるというこ

とがある。複数のグループが国内の様々な場

所に存在する以上， PKOがカヴァーする分

野も広くなり，それだけ偶発的な事件が発生

70 Urquhart， The UN αnd Internαtwnα1 
Security after the Cold Waη in United 
Nations， Divided World， The UN's Roles 
in Int巴rnationalRelations 81， 81-2 (A. 
Roberts & B. Kingsbury eds. 2nd ed. 
1993) 

71 Inoue， United Nαtions' Peace-keeping 
Role in the Post Cold W，αr Erα The 
Conflict in Bosniα-Herzegovin仏 16Loy. 
L. A. Int'l & Comp. L. J. 245， 252 (1993). 
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する危険性も高くなるのである。さらに第三

に， PKOの本質的性格にかかわることとし

て，現状維持 (peace-keeping)では内戦の当

事者にとっては現政府による支配の継続とみ

なされ， PKOそのものが自己の利益になら

ないと判断される可能性があるということで

ある。こうしたことから，内戦の場合は

PKO活動に対する攻撃がさらに強まること

になるのである?と

また内戦では特に人道的援助がクローズアッ

プされていることも見逃せなし、。難民や避難

民への対応の必要性が増大していることから，

PKOもその任務の一翼を担うことになって

きたが，ポスト冷戦期の内戦における人道的

援助そのものの特質もこれに影響を及ぼして

いる。冷戦期における内戦での人道的活動の

場合，内戦の当事者は，国際的な認知を切望

するとともに，それぞれ東西冷戦の代理戦争

というかたちで大国が後ろに控えていたため

に，人道上国際的な非難を浴びるような行為

は控える傾向にあったといわれている。また，

それぞれの当事者の支配領域も比較的明確で

あり，後方支援基地としてのサンクチュアリ

で人道的機関による援助を受け入れ，再び戦

闘に臨むという経済的効果も期待できた。と

ころがポスト冷戦期における内戦の場合，大

国によるたがが外れ，むしろ人道的機関によ

る援助を妨害することによる圏内的混乱の責

任を政府側に押しつけるという戦略的な思考

が主流になるとともに，支配領域の不確定と

72 P. F. Di巴hl，lnternational Peacekeeping 
77 -9 (1993) 

後方支援基地としてのサンクチュアリの不存

在という戦闘当事者のおかれた政治的経済的

軍事的事情の変化から，人道物資の強奪とい

う強硬な措置も頻繁に起きるようになった。

従って，人道的援助への支援というポスト冷

戦期の PKOの新たな任務は，人道的機関の

活動の護衛というかたちにせよ，自らが人道

的活動に参加するにせよ，冷戦期より危険な

ものになっているということは否定できな

L 、73
O 

このように，ポスト冷戦期においては，内

戦に PKOがかかわるということだけでもそ

の活動が阻害される危険性が高いのだが，さ

らに PKOの任務が人道的援助の支援にまで

拡大すると，人道的機関および PKO要員の

安全はより厳しいものとなることが知れよう。

実際，こうした局面に立たされる PKOにお

いては，武力行使という手段で任務の遂行を

行う場合がでてくるのであり，それだけ「自

衛」概念の幅を広くもたせる要請があるとい

うわけである740 最後にこうした「自衛」概

念の拡大が PKOの他の原則に対して与える

影響を検討することにしよう。

3 I自衛」概念の拡大が与える影響

ポスト冷戦期における紛争の特色から

PKOが人道的援助の支援を担うようになっ

た背景およびその問題点はすでに指摘したが，

この任務の達成のためには移動の自由が大前

73 ld. 152-4. 
74 Voelckel， Quelquesαspects de 1αconduite 
des operαtions de mαintien de 1αpαix， 39 
A. F. D. 1. 65，84 (1993). 
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提と考えられていた。 UNPROFORの場合

に人道的援助の支援を定めた決議がいずれも

移動の自由を強調していたのはこのためであ

る。一方で人道的援助の支援のために不可欠

であるとして PKOの移動の自由を主張し，

他方でそうした任務の拡大によりそれをノfラ

メーターとして内包する「自衛」概念が拡大

するという図式は， PKOにおいて移動の自

由と自衛理論が極めて密接な関係を有するこ

とを推察させるであろう O 人道的援助の支援

のためには移動の自由が確保されなければな

らず，その保証が破られた場合には広義の

「自衛」に依拠してこれに対処することにな

るからである。実はこうした意味での移動の

自由と自衛理論の連関自体はポスト冷戦期に

特有のものではなく，冷戦期においても認め

られるものであった。それがコンゴにおける

PKO (ONUC)である71

コンゴの場合も，内戦というには国際的な

側面を多分にもちつつも，一応国内の戦闘状

態に国連が介入するという事例であった。ま

た ONUCの任務は， UNPROFORの士易合と

異なり，人道的援助ではなく内政の安定であ

り，そうした秩序維持の支援に不可欠なもの

としてコンゴ国内における移動の自由が認め

られていたのである。たとえば1961年11月24

日に採択された決議169は， ONUCに武力

を用いて外国人傭兵を排除することを認め，

現実に ONUCも移動の自由を行使してカタ

ンガ州地域を占拠した。この活動が ONUC

75 D. W. Bowett， United Nations Forc巴s
200-5 (1964). 

の自衛の範囲を越えるものかどうか評価の分

かれるところではあるが，国連自身はなおこ

れを自衛の範囲内の行動としていたと考えら

れる71それも，移動の自由と，拠点の防衛

のために武力を行使するという広義の自衛の

権利が結び、つくことで，園内の拠点を占拠し

支配するために武力を行使する権利が

ONUCに許容されたためであった7L

このように，任務の内容には違いがあるも

のの， ONUCにおいても UNPROFORにお

いても，付与された任務の性質により必要な

移動の自由が与えられ，さらに任務遂行の妨

害に対して自衛で武力を行使する権利が認め

られたという点では同じであるといえよう71
では，内戦における PKOの任務，とくに内

政の安定・秩序維持や人道的援助の支援によ

り移動の自由と自衛理論が結び、つくことで，

PKOの諸原則に何らかの影響がおよんだの

76 G. Abi-Saab， The United Nations 
Operation in the Congo 1960-1964 at 172 
(1978) コンコ、における国連の活動全般につい
て，香西前掲書98-115頁参照。

77 Draper， The Legαl Limitαtwns upon 
the Employment of Weapons by the 
United Nαtions Force in the Congo， 12 I. 
C. L. Q. 387， 400-2 (1963). 

78 こうした移動の自由の権利と自衛の権利との
結びつきを，一般国際法上の観点から， コルフ
海峡事件国際司法裁判所判決を引用して補強す
る考えがある。つまり，アルパニアが英国の海
峡通行権を否定する目的での武力行使の可能性
を示したのに対して英国が行使した自衛権はこ
れと類似するというのである。 Bow巴tt，suprα 
note 75， at 204， n. 83; Bothe， Peαce-Keeping， 
in The Charter of the United Nations -A 
Commentary 565，589 (B. Simmaed. 1994) ; 
see αlso， Judgment of The Corfu Chαnnel 
Cαse (Merits)， 1949 I. C. J. R巴p.4. しカ〉し
一国のとった国益に基づく自衛行動と，国際機
構により付与された任務を遂行する活動とを同
列に置くことには，国連が有する正当性や公共
性の観点からは疑問がないわけではない。
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であろうか。

PKOの原則には，その性格に由来する原

則，すなわち関係当事者の主権尊重に配慮す

る観点からの同意原則ならびに中立原則と呼

ばれるものと，任務遂行の必要に基づく原則，

すなわち移動の自由や自衛原則という二つの

系列が存在する。そして，コンゴの場合はま

さに後者の原則の強調，すなわち「自衛理論

の拡大解釈または逸脱により，ないしはこの

理論と移動の自由との結合というテクニック

を通じてJ，前者の原則は形骸化されたので

ある71国連が人道的援助の支援のために武

力行使を容認する傾向もまた，同様のものと

みることができょう。すなわち， この時平和

維持活動は，第7章に基づく措置とはならな

くても，紛争の政治的解決を当事者に強制し，

限りなく peace-enforcementに近い機能を

有することになってしまうのである。

ポスト冷戦期においては，人権および基本

的自由，人道的考慮，民主主義などが国際社

会におけるより高次の価値として重視されて

いるように思われる81こうした中で，人道

的援助の支援という任務が，その遂行の必要

79 香西前掲書200-204頁。
80 このことは，上記の価値に対する侵害が憲章

第39条に基づく「平和に対する脅威Jとして認
定され，国連の強制措置の対象となっているこ
とからも窺われる。 See，Freudenschus， supra 
note 17， at 1-39 ; Franck， The Security 
Council αnd “Threαts to the Peαce" 
Some Remarks on Remαrkable Recent 
Developments， in Le deve10ppement du 
rδ1e du Consei1 de securite [hereinafter 
cited as Le deve10ppementJ 83-110 CR.-J. 
Dupuy ed. 1993); Kooijmans， The En-
lαrgement 01 the Concept "Threαt to the 
Peace七 inL巴 deve10ppement111-21. 

性とともにそれにかかわる原則の優位を確立

し，平和維持活動の強制行動への実質的な変

質をもたらす誘因になりかねないというのが

現状であろうへ移動の自由と自衛理論の結

合が国際社会の価値としての人道性を媒介に

するとき，移動の自由と自衛理論が平和維持

活動の枠をはみ出す危険性は否定できなし、。

人道的援助の支援の際に「自衛」という名目

でこの逸脱を糊塗しているかどうかは，個々

の具体的なケースをより詳細に吟味していく

必要があろう。「自衛」概念の暖昧さもあり，

その検討にはなお不確かな部分も多いが，い

ずれにせよ，自衛理論ですべて武力行使を容

認していくことが，平和維持活動の理論的枠

組みそのものを危機に陥れていく段階にきて

いることだけは確かである。

おわりに

本稿は， UNPROFORの任務の拡大を通

じて要請されるに至った武力行使の容認根拠

決議を手がかりに， I自衛」概念の拡大が平

和維持活動の理論的枠組みにもたらす影響を

考察することを試みたものである。そこでは，

広義の「自衛」概念が含む「任務」というノf

ラメーターにより， ポスト冷戦期における

PKOの役割の増大が武力行使の可能性をも

増大させる危険につながっているということ

81 関係当事者の同意なき国連の介入を危慣する
観点からの論稿として，see， M. E. O'Conn巴11，
Continuing Limits on UN lntervention in 
Civil W，αr， 67 Ind. L. J. 903-13 (1992). 
この点は国連によるいわゆる「人道的介入」と
もかかわってこようが，本稿ではこの問題を扱
う余裕はない。
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が窺われた。この傾向はすでに冷戦期におけ

るコンゴの事例でも確認されていたが，ポス

ト冷戦期の内戦においては特に PKOによる

人道的援助への支援が多くなっていることが

特徴で，その任務遂行のために，第 7章に基

づく武力行使ではなく，自衛原則の拡大解釈

によって武力行使を正当化しようという傾向

が最近では顕著となっていることも認められ

た。この意味で PKOの自衛原則はポスト冷

戦期においてより大きな意味を有するといえ

よう81さらにこうした武力行使可能性の拡

大は，平和維持活動の根幹をなす同意・中立

原則よりも，任務遂行の必要性に基づく移動

の自由・自衛原則を重視する意図の現れでも

あり，ひいては peace-keepingを限りなく

peace-enf orcemen tに接近させるものである

ことも確認できたのである汽

また， こうしたポスト冷戦期における

82 こうした傾向は国連の平和維持活動に限らず，
地域的機関が行う平和維持活動にも見受けられ

る。たとえば， リベリア内戦において，西アフ

リカ諸国経済共同体 (ECOWAS)により 1990
年 8月 に 派 遣された停戦監視グループ

(ECOMOG)は，当初，自衛のみの武力行使し

か認められない平和維持軍として中立的な介在

機能を果たしていたが，その後戦闘に巻き込ま

れ自衛を越える武力行使を行った疑いがある。

この場合も，自衛概念を拡大することでECO
MOGの平和維持活動としての性格が正当化さ

れているのである。 Wippman，Enforcing the 
Peαce:ECOWASαnd the Liberiαn Ciuil 
Wαr， in Enforcing R巴straint157， 178. 

83 広義の自衛概念、と第 7章に基づ、く強制措置は，

国際の平和と安全の維持もしくは回復という目
的においでほぼ共通するものであるとして，両

者の境界の暖昧さを指摘するものとして see，
Cort巴n& Klein， Action humαnLtαire et 
chα:pitre V!!: Lαredefinition du mαndαt et 
des moyens d'αction desforces des Nαtions 
Unies， 39 A.F.D.I. 105， 122伺 5(1993). 

PKOの自衛原則の理解のしかたは，国連の

平和維持軍に軍隊を派遣する加盟国側の行動

にも少なからず影響を及ぼすであろう。内戦

における PKOの任務拡大は，特に人道的援

助活動の警護と結び、ついた場合，各国の軍隊

の安全を脅かす危険性を高めるのであり，そ

れに際して，第 7章による武力行使が容認さ

れないとすれば，派遣国が自衛概念の拡大に

より自国民の安全を保護するよう求めること

は必至だからである81

以上の考察からすると， PKOが従来の伝

統的な原則を維持して， peace-keeping と

peace-enf orιementとが厳格に峻別されるに

は，何よりも個々の平和維持活動の任務を明

確にし，その内容が PKOの中立性や非強制

性に影響を与えないものかどうか不断に監視

していく必要があるといえよう。つまり，

PKOに任務を付与する決議内容の明確化と

厳格化，およびその実施に際しての政治的軍

事的レベルでのコントロールにより，事態の

推移に照らした活動の妥当性，同意・中立原

84 たとえば，欧米諸国が軍隊を派遣したUNPR-
OFORの安全が危機に瀕したことをきっかけに

PKO要員の安全確保が国際社会の注目を集める

ことになり，その結果として1994年12月9日に国

連総会で「国連要員および関連要員の保護に関

する条約 (TheConvention on the Safety of 
United N ations andAssociated Personnel)J 
が採択された。その第21条では従来から国連活
動の要員に認められてきた自衛の権利が規定さ
れているが，これは広義の自衛概念を含めた自
衛の権利が実定法上維持されるということを確

認するものである。 U.N.Doc.A/RES/49/ 
59 (1994). なおその他の問題点の指摘について

は，see， Nourloyannis-Vrailas， The Con-
uention on the Safety of United Nαtions 
αηd Assocιαted Personnel， 44 I.C.L.Q. 560， 

586-7 (1995). 
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則と任務遂行・自衛原則の調和を確保するこ

とがとりわけ重要と考えられる850 それは，

PKOの本質が関係当事者の協力にあるとい

うことに由来する当然の要請なのである860

ところで， PKOにおける任務拡大とそれ

をパラメーターとして内包する自衛原則は，

peace-keeping と peace引 lforcement との

区別をこうして栢対化させるだけでなく，

peace-keepingと peace-makingとの関係に

も影響を及ぼすことにもなろう。ポスト冷戦

期の PKOには，選挙監視，内政問題の処理

など peace-makingに含まれるような役割

を担っているものもある。従来からの役割で

ある軍事的過程に政治的過程が結び、ついた

iPKOの複合化現象」においては peace-

keeping と peace-makingの結合が憲章第

6章的な性格を有するものとして歓迎されて

いるが， 同じ PKOの19:害リとして peace

making的な任務が含まれてくると， PKO 

の自衛原則を媒介として先ほどと同じ論理に

より武力行使の可能性が増大する危険が生じ

てくるからであるぺこのように考えていく

85 国連平和維持軍の任務遂行に対する政治的軍
事的レベルでのコントロールについて，see， R. 
C. R. Siekmann， National Contingents in 
United Nations Peace-keeping Forces 
98-119 (1991). 

86 James， The Principle 01 Co-operαtion: 
United Nαtions Peαcekeeping， in The 
United N ations and the Principle of 
International Law， Essays in Memory of 
Michael Akehurst 160， 171 (V. Lowe & C. 
Warbrick eds. 1994). 

87 Schachter， Authorized Uses 01 Force 
by the United Nαtions αnd Regionαl 
OrgαnLZαtions， in Law and Force in the 
New International Order 65， 84-6 (L.F. 
Damrosch & D. J. Scheffer eds. 1991). 

と， peace-makingであったはずの任務が，

peace-keepingの自衛原則を通じて peace-

enforcement に接近するという危険性にも

着目しておかなければならないであろう。と

くにここでは，和平協定が結ぼれて PKOが

展開した後で当事者間で抗争が再燃し，事実

上協定が反故にされるような状況が問題とな

るのである 880peace-keeping は peace-

makingになじむとして両者の結びつきをな

んらの批判的検討もなく受け入れるというの

ではなく， peace-makingの任務が加わった

PKOが可能で、あるとしても，紛争の現状を

確認してケースパイケースでこれに対処する

という姿勢が必要なのではなかろうか。とり

わけ，国連平和維持活動等協力法の中で狭義

の自衛概念に固執するわが国ではなおのこと

そうした取り組み方が要請されるであろう81
この点はまた稿をあらためて論じられるべき

問題である。

【付記】なお脱稿後，ボスニア UNPROFOR

に緊急対応部隊 (RapidReaction 

Force) が増派され CU.N.Doc.S/ 

RES/998)， さらに UNPROFOR

の撤退と NATO多国籍軍の地上展

88 たとえば国連カンボジア暫定行政機構
(UNTAC)においてそうした危険性が存在し
ていたことを指摘するものとして see，
Brown， suprαnote 63， at 590-1. 

89 国連平和維持活動等協力法とわが国の最近の
実行に関する全般的な考察について， さしあた
り，see， Shibata， J，αpαηese Peαcekeeping 
Legislαtionαnd Recent Developments in 
U.N. Operαtions， 19 Yale J. Int'lL. 307-48 
(1994) . 
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闘が構想として浮上している。

これらの点については，別の機会に

検討を加えることにしたし、。

※本稿は，平成 5・6年度文部省科学研究費

一般研究 (C)r国連の平和維持機能の新

展開一集団安全保障と平和維持活動の交錯一」

(研究代表者位田隆一京都大学大学院法

学研究科教授)による研究成果の一部であ

る。
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UNPROFOR and the 
“Self -Defence 
Principle" 

Hironobu SAKAI * 

Abstract 

This paper aims at reconsidering the 

“8elf-Defence Principle" of the U.N. 

peace-keeping operations in the post-Cold 

War era， by reference to the U. N. 8ecurity 

Council resolutions authorizing the U. N. 

Protection Force (UNPROFOR) to use 

the force. 

The troops of the U. N. peace-keeping 

cannot use weapons except for self-defence. 

This “8elf-Defence Principle" is one of 

the essential characters of th巴 U.N.

peace-keeping operations， which are crite 

ria for distinguishing peace-ke巴pingfrom 

peace-enforcement. This principle includes 

two concepts; one is the concept of “self-

defence" in stricto sensu， which implies 

that peace-keeping forces are provided 

with weapons of a defensive character. 

The other is on巴 inlato sensu， which is 

defined as including resistance to at-

* Associate Professor， Graduate School of 
International Cooperation Studies， Kobe 
University. 

tempts by forceful means to prevent a 

force from discharging its duties under 

the mandate of the 8ecurity Council. 

8ince the Cold War era， the practice of 

the U. N. peace-keeping operations has 

confirmed this definition. 

In the post-Cold War era， the mis-

sions of U. N. peace-keeping forces have 

expanded into the new ones in the intra 

state conflicts， especially the protection 

of humanitarian assistances. This en-

largement of the mandate has been in 

volved with th巴 growing possibili ty of 

the use of f orc巴 by the U. N. peace-

keeping forces， as the substance of the 

“self-defence" in αto sensu varies ac-

cording to the mandate of th巴 U.N.

peace-keeping forces. The protection of the 

delivery of humanitarian relief against 

the attacks of paramilitary units would 

be very dangerous mandate，日othat the 

U. N. peace-keeping forces have much 

more opportunity to use the force based 

on the “self-defence". 80 far， it is in-

tended that the use of forc巴 bythe U. N. 

peace-keeping forces-is justified by con 

structing the concept of “self -def ence" 

broadly， rather than under the Chapter 

VII of the U. N. Charter， except. some 

examples. 

Moreover， the duties of the U. N. 

peace田keepingforces should be performed 
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on the premise that their security and 

freedom of movement for all their mis-

sions be assured. The recent practice 

shows that there is a tendency to give 

priority to the principles of the freedom 

of movement and the self-defence over 

the principles of the consent and the 

impartiality as the more U. N. peace 

ke巴pingoperations are involved with the 

intra-state conflicts. Thus， it follows that 

both the peace-keepingoperations with 

broader mandate in internal conflicts and 

the peace-enforcement operations have the 

common aim: the maintenance and resto-

ration of the international peace and 

security. 

In conclusion， the enlargement of the 

mandate of the U. N. peace-keeping 

operations tends to blur the distinction 

between peace-keeping and peace-

enforcement through the wider interpreta-

tion of the “self-defence" . In order to 

keep such a distinction， i t is necessary to 

restrain the use of force and to interpret 

the “Self -Defence Principle" as strictly 

as possible in the U. N. peace-keeping 

operatlOns. 
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